
国立大学法人東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程の一部改正 

国立大学法人東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程を次のとおり改正する。 

現   行 改   正 備   考 

国立大学法人東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程 

平成１６年４月７日

１６ 経教 規程第３４号

 

第１条～第２条 省略 

 

（所定労働時間） 

第３条 職員の所定労働時間は、休憩時間を除き、原則として１日８時間、１週間当た

り４０時間以内とする。 

２ 職員の始業・終業時刻、休憩時間は、別表第１のとおりとする。 

３ 業務の都合上必要があると認める場合は、前項に規定する始業・終業時刻、休憩の

時刻を変更することがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条～第１７条 省略 

 

（休暇の種類） 

第１８条  職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。 

２  前項の休暇（介護休暇を除く。）は、有給とする。 

 

（年次休暇） 

第１９条 年次休暇は、一の年（１月１日からその年の１２月３１日まで）ごとにおけ

る休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、

当該各号に掲げる日数とする。 

一 次号、第３号及び第４号に掲げる職員以外の職員 ２０日 

二 当該年の中途において、新たに職員となった者、又は任期が満了することにより

 

 

 

 

第１条～第２条 省略（現行どおり） 

 

（所定労働時間） 

第３条 職員の所定労働時間は、休憩時間を除き、原則として１日７時間４５分、１週

間当たり３８時間４５分以内とする。 

２ 職員の始業・終業時刻、休憩時間は、別表第１のとおりとする。 

３ 業務の都合上必要があると認める場合は、前項に規定する始業・終業時刻、休憩の

時刻を変更することがある。 

４ 前３項の規定にかかわらず，国立大学法人東京農工大学育児休業・介護休業等規程

（以下「育児・介護休業等業規程」という。）第１６条の規定により育児短時間勤務を

する職員（以下「育児短時間勤務職員」という。）及び育児・介護休業等規程第４０条

の規定により介護短時間勤務をする職員（以下「介護短時間勤務職員」という。）の１

日の勤務時間及び１週間当たりの所定労働時間は，当該勤務内容に基づき，学長がそれ

ぞれ定める。 

５ 第２項の規定にかかわらず、子の養育又は家族の介護を行う職員は、１日の所定労

働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げることができ

る。 

 

第４条～第１７条 省略（現行どおり） 

 

（休暇の種類） 

第１８条  職員の休暇は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とする。 

２  前項の休暇は、有給とする。 

 

（年次休暇） 

第１９条 第１項～第４項 省略（現行どおり） 

 

 

 

 

 



退職することとなる職員 その者の当該年における在職期間に応じ、別表第２の日

数欄に掲げる日数（以下「基本日数」という。） 

三 当該年において、新たに国家公務員（特別職に属する者を含む。）となった者、

国立大学法人、大学共同利用機関法人、国立高等専門学校機構、大学評価・学位授

与機構、国立大学財務・経営センター及びメデｨア教育開発センター（以下、「国

立大学法人等」という。）の職員となった者、独立行政法人通則法（平成１１年法

律第１０３号）第２条第２項に規定する特定行政法人の職員となった者、国の経営

する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法（昭和29年法律第141号）の適用

を受ける職員となった者、地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律（昭和

26 年法律第99 号）第1 条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは

事業と密接な関連を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令第９条の２各

号に掲げる法人の職員となった者（以下「交流職員」という。）で、人事交流とし

て引き続き職員となった者は、交流職員となった日において新たに職員となった日

の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数（当該

日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数） 

四 当該年の前年において交流職員であった者であって引き続き当該年に新たに職

員となったもの又は当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該

年に交流職員となり引き続き再び職員となったもの 交流職員としての在職期間

及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、２０日

に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数（当該日数

が２０日を超える場合にあっては、２０日）を加えて得た日数から、職員となった

日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じ

て得た日数（当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

五 前４号に規定するもののほか、年次休暇の付与日数に関し、必要な事項は、学長が

定める。 

 

第２０条～第２３条  省略 

 

（特別休暇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五 育児短時間勤務職員又は介護短時間勤務職員（以下「育児・介護短時間勤務職員」

という。）のうち、１週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が

同一であるもの ２０日に育児・介護短時間勤務職員の１週間の勤務日の日数を５日

で除して得た数を乗じて得た日数 

六 前号に定める育児・介護短時間勤務職員以外の育児・介護短時間勤務職員 １５

５時間に育児・介護休業等規程第１６条の規定に基づき定められた育児・介護短時間

勤務職員の所定労働時間を３８時間４５分で除して得た数を乗じて得た時間数を、７

時間４５分を１日として日に換算して得た日数 

七 前６号に規定するもののほか、年次休暇の付与日数に関し、必要な事項は、学長

が定める。 

 

第２０条～第２３条  省略（現行どおり） 

 

（特別休暇） 



第２４条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別な事

由により職員が勤務しないことが相当であるものとして次の各号に定める場合とし、

その期間は、当該各号に掲げる期間とする。 

一 省略 

二 職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他

官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間 

三～八 省略 

九  職員の妻（届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）が

出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤

務しないことが相当であると認められたとき  職員の妻が出産するために病院に

入院する等の日から当該出産の日後２週間を経過するまでの間の２日以内の範囲

内の期間（１暦日ごとに分割することができる。） 

十  小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。）を養育する職員が、

その子の看護（負傷し、又は疾病にかかった子の世話を行うことをいう。）のため

勤務しないことが相当であると認められる場合  一の年において１０日の範囲内

の期間 

 十一～十六  省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 省略 

 

第２５条～第２６条 省略 

 

(介護休暇) 

第２７条  介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、並びに以下職

員と同居している、祖父母・孫・兄弟姉妹・父母の配偶者・配偶者の父母の配偶者・子

の配偶者・配偶者の子で負傷、疾病又は老齢により２週間以上の期間にわたり日常生活

を営むのに支障があるものの介護するために取得する休暇をいう。 

第２４条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別な事

由により職員が勤務しないことが相当であるものとして次の各号に定める場合とし、

その期間は、当該各号に掲げる期間とする。 

一 省略（現行どおり） 

二 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議

会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められ

るとき 必要と認められる期間 

三～八 省略（現行どおり） 

九  職員の妻（届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）が

出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等の勤務し

ないことが相当であると認められたとき  職員の妻が出産するために病院に入院

する等の日から当該出産の日後２週間を経過するまでの間の２日以内の範囲内の

期間（日又は時間単位で付与する。） 

十  小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。）を養育又は要介護状

態にある家族と同居する職員が、その子又は家族の看護（負傷し、若しくは疾病に

かかった子又は要介護状態にある家族の世話を行うことをいう。）のため勤務しな

いことが相当であると認められる場合  一の年において１０日の範囲内の期間（日

又は時間単位で付与する。） 

十一～十六  省略（現行どおり） 

十七  省エネルギーの推進による地球温暖化の防止及び職員の健康増進や心身のリ

フレッシュに資するために実施される夏季一斉休業の期間 

十八  職員の妻が出産する場合にあってその出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合に

あっては、１４週間）前の日から当該出産の８週間を経過する日までの期間にある場

合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子（妻の子を含

む）を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認め

られるとき  当該期間内における５日の範囲内の期間（日又は時間単位で付与する。）

２ 省略（現行どおり） 

 

第２５条～第２６条 省略（現行どおり） 

 

(介護休暇) 

第２７条  (削除) 

 

 

 

 



２  介護休暇の期間は、前項に定める者の各々が同項に規定する介護を必要とする連続

する６月の範囲内とする。 

３  介護休暇は、１日又は１時間を単位として付与する。なお、１時間を単位とする介

護休暇は、１日を通じて始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した４時間の

範囲内とする。 

４  介護休暇期間の給与は、その期間の勤務しない１時間につき勤務１時間当たりの給

与額を減額する。その他介護休暇中の給与の取扱いについては、東京農工大学職員給与

規程による。 

 

(介護休暇の申出) 

第２８条  介護休暇を取得しようとする職員は、当該休暇期間の始まる日の前日から起

算して１週間前の日までに休暇簿(介護休暇用)に記入して学長に申し出るものとする。

２  介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇を取得しようとする

ときは、一括して申し出るものとする。 

３  前項の場合において、必要に応じて、事項を確認できる証明書類を提出しなければ

ならない。 

 

(不利益取扱いの禁止) 

第２９条  職員は、介護休暇の申出及び取得等を理由として、解雇その他不利益な取扱

いを受けない。

 

附 則 省略 

 

別表第１（第３条関係） 

労働時間 午前８時３０分から午後５時１５分 

休憩時間 午後０時１５分から午後１時まで 

別表第２～別表第３  省略 

 

２  (削除) 

 

３  (削除) 

 

 

４  (削除) 

 

 

 

(介護休暇の申出) 

第２８条  (削除) 

 

２  (削除) 

 

３  (削除) 

 

 

(不利益取扱いの禁止) 

第２９条  (削除) 

 

 

附 則 省略（現行どおり） 

    

別表第１（第３条関係） 

労働時間 午前８時３０分から午後５時１５分 

休憩時間 午後０時００分から午後１時まで 

別表第２～別表第３  省略（現行どおり） 

 

附 則（２１ 教 規程第１１号） 

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第２４条中、裁判員を加える改正については、平成２１年５月２１日から適用する。 

 


